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第 ２ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

平成24年10月３日(水曜日) 

            午後１時３分開議 

            午後２時11分休憩 

            午後２時19分開議 

            午後３時10分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件  

決算審査方針の決定について 

議案第31号 平成23年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

議案第41号 平成23年度熊本県市町村振興

資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

議案第45号 平成23年度熊本県公債管理特

別会計歳入歳出決算の認定について 

――――――――――――――― 

出席委員(12人) 

        委 員 長 井 手 順 雄 

        副委員長 池 田 和 貴 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 重 村   栄 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 浦 田 祐三子 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 東   充 美 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

知事公室長 田 嶋   徹 

危機管理監 佐 藤 祐 治 

政策調整監 成 富   守 

秘書課長 山 口 達 人 

首席審議員兼         

広報課長 田 中 浩 二 

危機管理防災課長 福 島 誠 治 

総務部 

部 長 駒 崎 照 雄 

総括審議員兼         

市町村局長 小 嶋 一 誠 

政策審議監 鷹 尾 雄 二 

文書私学局長 岡 本 哲 夫 

総務税務局長 倉 永 保 男 

人事課長 古 閑 陽 一 

財政課長 濱 田 義 之 

県政情報文書課長 本 田 雅 裕 

私学振興課長 仁 木 徳 子 

総務事務センター長 兼 行 雅 雄 

管財課長 吉 永 一 夫 

税務課長 渡 辺 克 淑 

市町村行政課長 能 登 哲 也 

市町村財政課長 山 口 洋 一 

消防保安課長 原     悟 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

  会計管理者兼出納局長 東   泰 治 

        会計課長 福 島   裕 

――――――――――――――― 

監査委員・同事務局職員出席者 

        監査委員 松 見 辰 彦 

         局 長 本 田 惠 則 

         監査監 藤 本 耕 二 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 徳 永 一 博 

     議事課課長補佐 井   隆 彦 

       議事課主幹 浦 田 光 典 
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――――――――――――――― 

  午後１時３分開議 

○井手順雄委員長 それでは、ただいまから

第２回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日から審査に入りますので、委員及び執

行部の皆様方の御協力をよろしくお願い申し

上げます。 

 まず、決算審査方針についてお諮りしま

す。 

 お手元に配付しております平成24年度決算

特別委員会審査方針(案)を担当書記に朗読さ

せます。 

 

○徳永議事課課長補佐 担当書記の徳永でご

ざいます。 

朗読いたします。 

 平成24年度決算特別委員会審査方針(案) 

１ 予算の執行は、議決の趣旨に沿って、

合理的かつ効率的に行われ、所期の目的

が達成されたか。 

(1) 歳入は適正に確保されたか。 

(2) 歳出の執行に遺憾な点はなかった

か。 

(3) 主要な施策はいかに達成されたか。 

 ２ 財産管理は十分であったか。 

 ３ 執行体制に問題はなかったか。 

 ４ 法令違反等はなかったか。 

 ５ 前年度決算特別委員会の指摘事項は、

どのように処理されたか。 

 以上でございます。 

 

○井手順雄委員長 決算審査方針は、この案

のとおりでよろしいでしょうか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○井手順雄委員長 御異議なしと認め、今後

この方針に沿って審査を進めることといたし

ます。 

 これより、本委員会に付託されました一般

会計及び各特別会計決算の審査に入ります。 

 まず、東会計管理者から、挨拶と決算概要

説明をお願いいたします。 

 

○東会計管理者 会計管理者の東でございま

す。 

 決算の審査を受けるに当たりまして、執行

部を代表いたしまして御挨拶を申し上げま

す。 

 委員の先生方には、定例県議会の御審議、

大変お世話になりました。この場をおかりし

まして厚くお礼を申し上げます。引き続いて

の決算特別委員会でございまして、大変お疲

れとは存じますが、何とぞよろしくお願い申

し上げます。 

 平成23年度決算認定の議案につきまして

は、９月定例県議会冒頭に御提案を申し上げ

たところでございます。お手元に配付してお

ります付託議案目録にありますように、第31

号から第50号までの20議案となっておりま

す。井手委員長、池田副委員長を初め委員の

先生方には、よろしく御審議、御指導を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 それでは、平成23年度の一般会計及び特別

会計の決算概要につきまして御説明を申し上

げます。お手元に決算の概要をお配りしてお

りますので、それに沿いまして総括的な説明

を申し上げます。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 一般会計、特別会計決算の総括でございま

すが、予算総額は、表１にありますように、

9,255億円で対前年度9.0％減でございまし

た。 

 なお、これ以降の金額につきましては、1,

000万円単位を四捨五入いたしまして、億円

単位で御説明いたします。 

 決算収支の状況でございますが、まず歳入

決算額につきましては、8,899億円で対前年

度9.4％減となっております。歳出決算額に

つきましては、8,587億円で対前年度9.8％減

となっております。その結果、歳入から歳出

を差し引いた額、いわゆる形式収支から翌年
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度へ繰り越すべき財源を差し引きました実質

収支は、187億円で対前年度11.4％減となっ

ております。 

 参考までに、過去20年間の決算額の推移を

その下の図に載せております。 

 それでは、２ページをお願いいたします。 

 ２ページから、一般会計の決算でございま

す。 

 まず、決算収支の状況でございますが、決

算額は、歳入が7,633億円で対前年度7.2％の

減、歳出が7,409億円で7.8％減となっており

ます。なお、実質収支は、103億円の黒字、

対前年度3.9％増となっております。 

 次に、３ページの歳入の状況でございま

す。 

 歳入決算額の内訳につきましては、自主財

源が2,893億円で対前年度6.7％の増、依存財

源が4,740億円で対前年度14.1％減となって

おります。全体に占める割合、構成比でござ

いますが、自主財源が37.9％、依存財源が6

2.1％でありまして、自主財源の割合が前年

度に比べ4.9ポイント増加しております。 

 自主財源の増につきましては、特別会計及

び基金からの繰入金の増などによるものでご

ざいます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳出決算額の内訳でございますが、対前年

度の減の主なものといたしましては、新幹線

建設事業費負担金や道路、河川、街路事業費

の減などにより、土木費が対前年度比28.2％

の減、水俣病の新救済策に伴うチッソ貸付県

債償還等特別会計への繰出金の減による諸支

出金が、対前年度比34.4％減少しておりま

す。その他、総務費、農林水産業費などにつ

きましても減少しております。 

 一方で、増のものといたしましては、医療

施設耐震化事業費の増などによる衛生費、そ

の他民生費などについて増加しております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 まず、翌年度繰り越しの状況でございます

が、繰越額は513億円で、対前年度13億円、

2.6％増となっております。繰り越しの主な

ものといたしましては、土木費、農林水産業

費などで、計画、設計の諸条件あるいは用地

交渉の難航等により不測の日数を要したこと

によるものでございます。 

 次に、不納欠損の状況でございます。 

 県税を中心に、３億9,000万円の不納欠損

処分を行っております。対前年度3,000万

円、8.5％の増でございます。 

 次に、収入未済額の状況でございます。 

 収入未済額は、59億円で対前年度２億円、

4.1％減となっております。内訳では、県税

が87.2％を占めております。なお、県税だけ

での比較をいたしますと、対前年度4.4％の

減となっております。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 特別会計の決算概要でございます。 

 まず、決算収支の状況でございますが、特

別会計全体では、歳入につきましては、1,26

6億円で対前年度334億円、20.9％減で、歳出

につきましては、1,177億円で対前年度308億

円、20.7％減となっております。 

 減少いたしている主なものといたしまして

は、下の表の１、15のチッソ県債償還等特別

会計が、水俣病新救済策に伴う水俣・芦北地

域振興財団への出資額の減により、歳入、歳

出ともに減少しております。 

 一方、増加している主なものといたしまし

ては、14の高度技術研究開発基盤整備事業等

特別会計が、工業団地整備の用地補償費など

の増により増加しております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 翌年度繰り越しの状況でございます。 

 主なものといたしましては、流域下水道事

業特別会計の繰り越しでございます。これは

熊本北部流域下水道建設事業における設計の

諸条件のためによるものでございます。 

 次に、不納欠損の状況でございます。 

 中小企業振興資金貸付特別会計におきまし
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て、中小企業振興資金貸付金について不納欠

損処分を行ったものでございます。 

 次に、収入未済額の状況でございます。 

 収入未済額は、６つの特別会計におきまし

て、貸付金の償還金及び使用料などで34億円

となっております。その主なものといたしま

しては、中小企業振興資金特別会計における

貸付金32億円で、協同組合等への高度化資金

貸付金の償還金の延滞等によるものでござい

ます。 

 以上が決算の概要でありますが、参考まで

に、８ページの普通会計の主要財政指標につ

いて申し上げます。 

 普通会計は、全予算会計の中から、病院、

電気、下水道事業等、いわゆる公営事業会計

に属するものを除いたものでございます。 

 まず、(1)の表でございますが、財政力指

数、経常収支比率などの平成18年度以降の推

移を示したものでございます。 

 財政力指数は、平成23年度は0.356となっ

ておりまして、また、経常収支比率は財政構

造の弾力性を示す指標でございますが、前年

度の90.8％から93.1％と2.3％増加し、弾力

性が低下しております。また、実質公債費比

率は、前年度から0.2％上昇しております。 

 参考までに、(2)の表には、九州各県の指

標を載せております。 

 以上、決算の概要を御説明申し上げました

が、詳細につきましては各部局からそれぞれ

審議の中で御説明申し上げますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 委員の先生方には、長期にわたり御審議い

ただきますが、何とぞよろしくお願い申し上

げまして、概要の説明とさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

 

○井手順雄委員長 次に、松見監査委員か

ら、決算審査意見の概要説明をお願いいたし

ます。 

 

○松見監査委員 監査委員の松見でございま

す。 

 私のほうから、平成23年度熊本県歳入歳出

決算及び基金の運用状況に係る審査意見につ

きまして、要約して御説明したいと思いま

す。失礼ですが、着座のまま説明させていた

だきたいと思います。 

 表紙がブルーの冊子をお願いいたします。

平成23年度熊本県歳入歳出決算及び基金の運

用状況に係る審査意見書と記載されておりま

す。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 平成23年度熊本県歳入歳出決算審査意見書

でございます。 

 初めに、第１の審査の対象でございます

が、知事から地方自治法第233条第２項の規

定により審査に付されました一般会計と、そ

こに記載されている15の特別会計について審

査を行ったものでございます。 

 次に、第２の審査の方法でございますが、

決算の計数は、関係諸帳簿及び証憑書類と符

合し正確であるか、また、予算は、その趣旨

に沿って適正で効率的、効果的に執行されて

いるかなど、そこに記載されている４点に審

査の主眼を置きながら、照合、審査を行った

ところでございます。 

 なお、審査の過程におきましては、関係部

局に、必要な資料及び説明を求め、あわせて

定期監査、随時監査及び例月現金出納検査の

結果も踏まえて、慎重に審査したところでご

ざいます。 

 次に、第３の審査の結果及び意見について

でございます。 

 まず、１の審査の結果につきまして御説明

申し上げます。 

 審査の対象といたしました平成23年度一般

会計及び特別会計の歳入歳出決算書等の計数

は、関係諸帳簿及び証憑書類の計数と符合

し、いずれも正確であることを確認いたして

おります。 
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 また、予算の執行並びに会計経理及び財産

の管理等の財務に関する事務の執行につきま

しては、預け金、差しかえ等の裏金や私的流

用につながるおそれのある不適正な経理処理

の事例は認められず、全体として、予算の趣

旨に沿い、適正かつ効率的、効果的に処理さ

れていると認められましたけれども、一部に

おきましては改善または留意を要する事項が

見受けられたところでございます。 

 まず、収入事務におきましては、税外収入

未収金の増加、収入調定における収入方法の

誤り等が見受けられております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 支出事務におきましては、補助事業におけ

る変更手続の未実施、業務委託における完了

報告の不備等が見受けられております。 

 また、物品の管理事務におきましては、備

品の亡失、使用備品整理簿や重要備品台帳の

未整備、使用に耐えなくなった備品の保管、

管理の継続等が見受けられております。 

 これらの課題につきましては、職員の基本

的知識や理解の不足、また、組織としての内

部統制が十分に機能していないことが主な要

因と考えられます。 

 今後とも、財務事務に関する研修などによ

り知識不足の解消を図るとともに、所属内部

でのチェック体制を強化していく必要がある

と思っております。 

 次に、２の審査意見についてでございます

が、ここの前段におきましては、県債残高、

基金の残高、経常収支比率等をもとに、平成

23年度末の本県の財政状況について述べてお

ります。 

 少し飛びますけれども、下から２段目の段

落、しかしながらというところからでありま

すけれども、ここにその件についてまとめて

おります。「しかしながら、本県の財政は、

地方交付税等に依存した脆弱な財源構成であ

り、また、これらの依存財源は、毎年度策定

される地方財政計画の動向に大きく左右され

る状況にある。このようなことから、今後と

も、国の地方財政対策の動向を注視しなが

ら、引き続き財政再建とともに新４カ年戦略

「幸せ実感くまもと４カ年戦略」の施策の実

現に向けて取り組んでいく必要がある｡」と

いう旨を述べております。 

 次に、最後の段落からでございますけれど

も、不適正な経理処理の再発防止策や行財政

事務の執行につきまして、決算審査を通じて

見受けられた課題について意見を述べており

ます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 まず、(1)の物品調達等に関します不適正

な経理処理の再発防止策についてでございま

すが、再発防止策につきましては、各所属に

おきまして着実に取り組みがなされてきてお

り、また、不適正経理処理についても、いわ

ゆる預け金や差しかえ等の裏金や私的流用に

つながるおそれのある事例は、先ほども御説

明したとおり、認められませんでした。 

 しかしながら、一部の監査対象機関におき

ましては、前年度納入、翌年度納入、または

支払いのおくれといった事例が確認されたと

ころです。 

 今後は、(ァ)の物品の購入事務手続や(ィ)

の支出事務等における課題につきまして、記

載しておりますような改善すべき事例に留意

し、再発防止策が一過性のものとならないよ

う、その実効性の確保に努めていくことが重

要であるという旨を述べております。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 (2)の行財政事務執行に係る課題について

でございますが、アでは、未収金の解消対策

について述べております。 

 一般会計及び特別会計を通じた収入未済額

は総額で93億円余、このうち県税は51億3,10

0万円余、税外収入は合計で41億6,900万円余

となっております。これを前年度と比較して

みますと、総額で４億7,100万円余増加して

いるような状況でございます。 
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 この中で(ァ)の県税の未収金につきまして

は、個人県民税の徴収強化対策や滞納処分の

徹底及び早期着手により、前年度に比べ滞納

額は２億3,600万円余減少しております。 

 特に、滞納額の８割近くを占めます個人県

民税の滞納額は、市町村と連携して徴収強化

計画を策定し、市町村との共同催告や併任徴

収、特別徴収の推進に取り組んだことにより

まして、平成18年度に実施されました税源移

譲後、初めて１億1,600万円余の減少となっ

ております。 

 今後も、この計画の着実な実施等により、

滞納額の減少につなげることが重要でござい

ます。 

 次に、(ィ)の県税以外の未収金につきまし

ては、着実な取り組みにより滞納額を減少さ

せている所属があるものの、県全体の滞納額

は、前年度より７億700万円余増加しており

ます。 

 今後とも、歳入を確保し、負担の公平、公

正を維持していくため、時効中断措置等の実

施によりまして債権保全を徹底するととも

に、未収金のそれぞれの特性に応じた解消方

針を、各部ごとに策定、実施していくことが

重要であるということを述べております。 

 そのほか、(ゥ)におきましては、歳入科目

別に見た今後の取り組みについて述べており

ますが、ａでは、分担金、負担金、ｂでは、

使用料及び手数料、５ページのほうに移りま

して、ｃでは、貸付金の元利収入、ｄでは、

雑入につきまして、それぞれの事例と対応策

について述べております。 

 次に、５ページのイでは、その他の財務事

務の課題を上げております。 

 まず、(ァ)の収入事務についてでございま

すが、ａでは、収入調定における収入方法を

誤っていたり、収入調定の時期がおくれてい

る事例を、ｂでは、収納事務委託におきまし

て、現金払い込み等がおくれている事例、ｃ

では、収入証紙消印記録簿が作成されていな

かったり、収入証紙の消印がおくれている事

例を挙げております。 

 いずれの事例につきましても、適時適正に

事務処理を行っていただきたいということで

ございます。 

 次に、５ページの一番下の段から６ページ

の上段にかけてでございますけれども、(ィ)

で補助金交付に係る事務及び６ページの(ゥ)

で業務委託に係る事務につきまして、事例と

対応について述べております。 

 補助金の交付や業務委託料の支払いに不可

欠な事業実績報告書が提出されていなかった

り、また、提出されていても、必要事項が記

載されていないとか、検査が的確に行われて

いない等の事例をここに掲げておりますけれ

ども、これは当該事務担当者が十分理解して

いなかったことに加え、決裁の過程における

チェック機能が働かなかったことが主な原因

と考えておりまして、それに即した対応を求

めております。 

 (ェ)では、物品の管理事務につきまして、

備品を亡失していたり、重要備品台帳や使用

備品整理簿等の備品関係台帳が整備されてい

なかったり、性能が陳腐化し、修理不可能等

の理由により使用に耐えられなくなった備品

の保管、管理を続けている事例が見受けられ

ましたが、台帳の整備及び常時の適切な管理

はもとより、業務に使用できなくなった備品

につきましては、他機関での再利用に資する

ための情報提供、部品や原材料に価値がある

ものが含まれていないか等、売却益を得るた

めの検証等を十分に行った上で処分手続を進

めることが重要であるということを述べてお

ります。 

 次の７ページから49ページにかけまして

は、決算の計数につきまして分析、整理した

ものでございます。これにつきましては、後

ほどごらんになっていただければと思ってお

ります。 

 最後になりますけれども、飛びまして53ペ
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ージをお開きください。 

 ここでは、地方自治法第241条第５項の規

定に基づきまして審査に付されました平成23

年度の定額の資金を運用するための基金の運

用状況に係る審査意見を記載しております。

審査の対象となっておりますのは、美術品取

得基金だけでございます。 

 審査の結果、基金運用状況調書の計数は、

関係諸帳簿及び証憑書類と符合し、いずれも

正確であることを確認いたしました。また、

その運用及び会計処理事務等の執行につきま

しても、適正で効率的に行われていると認め

られました。 

 以上、平成23年度熊本県歳入歳出決算及び

基金の運用状況に係る審査意見の概要でござ

います。 

 

○井手順雄委員長 これから、各部局の審査

に入ります。会計管理者は所定の位置へ移動

してください。 

  (会計管理者席を移動) 

○井手順雄委員長 それでは、知事公室及び

総務部の審査を行います。 

 まず、執行部の説明を求めた後、一括して

質疑を受けたいと思います。 

 それでは、知事公室長から総括説明を行

い、続いて担当課長から順次説明をお願いい

たします。以下、総務部の順にお願いいたし

ます。 

 初めに、田嶋知事公室長。 

 

○田嶋知事公室長 知事公室でございます。 

 平成23年度決算概要について御説明申し上

げます。 

 お手元の決算特別委員会説明資料知事公室

と表紙に記載されております資料をお願いい

たします。 

 １ページの平成23年度歳入歳出決算総括表

により御説明いたします。 

 歳入につきましては、収入済み額4,200万

円余となっており、不納欠損額、収入未済額

はございません。 

 歳出につきましては、支出済み額10億3,40

0万円余、繰越額が1,700万円余、不用額は5,

500万円余となっております。 

 詳細につきましては各課長から説明します

ので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○井手順雄委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○成富知事公室政策調整監 知事公室付でご

ざいます。 

 まず、本年度の監査委員事務局監査の結果

については、知事公室の各課全てにおいて公

表事項はありません。 

 続きまして、お手元の決算特別委員会説明

資料により、決算状況について御説明いたし

ます。資料の２ページをお願いします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 繰越金200万円余は、重要政策調整事業に

係るものです。平成22年度に新幹線開業日に

合わせ実施を予定しておりました関西地域で

の熊本ＰＲ事業を、東日本大震災の影響によ

り、平成23年度に延期したことによるもので

す。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。

資料の３ページをお願いします。 

 予算現額8,300万円余に対し、支出済み額

7,200万円余となっております。歳出の内訳

は、職員給与費、重要政策調整事業などに要

する経費でございます。なお、不用額1,000

万円余は、経費節減による執行残などでござ

います。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 

○山口秘書課長 秘書課でございます。 
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 お手元の資料４ページをお願いいたしま

す。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 次に、歳出について、資料の５ページをお

願いします。 

 予算現額２億700万円余に対し、支出済み

額２億300万円余となっております。歳出の

内訳は、職員給与費、秘書課の運営経費など

でございます。なお、不用額400万円余は、

経費節減による執行残でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 

○田中広報課長 広報課でございます。 

 お手元の資料６ページをお願いいたしま

す。 

 歳入でございますが、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 主な収入は、県のホームページに広告を掲

載する際の広告料520万円余でございます。 

 繰越金の1,600万円余は、平成22年度に予

定しておりました新幹線全線開業に合わせた

新聞広告等を、東日本大震災後の状況を勘案

し、平成23年度に延期したことによるもので

ございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。資料の７ページをごらんください。 

 予算現額３億8,000万円余に対し、支出済

み額３億6,100万円余となっております。歳

出の内訳としましては、職員給与費などの一

般管理費、県政広報誌の発行やテレビ、ラジ

オでの広報事業などに要する広報費でござい

ます。なお、不用額は1,800万円余で、主な

ものは入札及び経費節減による執行残でござ

います。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○福島危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 説明資料の８ページをお願いします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額はございません。主な歳入は、防災行政

無線等の保守、管理に係る市町村等からの負

担金でございます。 

 次に、９ページをお願いします。 

 歳出、まず総務管理費の一般管理費につき

ましては、危機管理対策等に係る職員給与費

や事務費等でございます。 

 下段の防災費、防災総務費につきまして

は、防災対策に係る職員給与費や事務費のほ

か、防災行政無線や防災情報システム等の管

理費、さらにはヘリサイン表示事業等の経費

でございます。不用額は、主にヘリサイン表

示事業の入札残や各事業の経費節減に伴う執

行残でございます。 

 続きまして、別冊をお願いいたします。決

算特別委員会附属資料知事公室と書いたもの

でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 繰越事業でございます。 

 地震・津波被害想定調査事業費につきまし

て、平成23年度の予算額2,500万円から1,750

万円を平成24年度へ繰り越したものでござい

ます。 

 繰り越しの理由ですが、調査対象地震の一

つにしております東海、東南海、南海地震、

いわゆる南海トラフにつきましては、国にお

いて検討が行われており、その検討作業の取

りまとめが当初予定されていた時期よりも大

幅におくれたことなどにより、その結果を受

けて作業を行う予定でありました本県の津波

のシミュレーション調査等の着手がおくれた

ことによるものでございます。 

 事業の進捗でございますが、去る９月11日

に本調査の中間報告を取りまとめておりま

す。また、年内には、本年度の予算も用いま

して、最終報告を取りまとめる予定にしてお

ります。 
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 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○井手順雄委員長 次に、駒崎総務部長か

ら、総括説明をお願いいたします。 

 

○駒崎総務部長 それでは、総務部の説明を

行います。 

 平成23年度決算の説明に先立ちまして、前

年度の決算特別委員会において御指摘のあり

ました施策推進上改善または検討を要する事

項等のうち、総務部としての措置状況を報告

いたします。多少長くなりますけれども、お

許しをいただきたいと思います。 

 前年度の決算特別委員会では、共通事項と

して３点の御指摘がございました。お手元の

平成23年11月定例会決算特別委員長報告の４

ページから５ページにかけて記載されており

ますので、あわせてごらんいただきたいと思

います。 

 なお、指摘の内容につきましては、全文は

読み上げず、その趣旨を申し上げた後、指摘

後の措置状況を報告させていただきます。 

 まず１点目は、「収入未済の解消について

は、適正な債権管理に向けた取組みがなさ

れ、成果も上がりつつあるが、歳入の確保、

負担の公正・公平の観点から、今後とも、債

権管理を徹底するなど徴収促進に努めるこ

と｡」という指摘でございます。 

 未収金対策につきましては、全庁的な取り

組みとして、未収金対策連絡会議を開催し、

関係課の取り組みの進行管理やノウハウの共

有などに取り組んでおります。 

 平成23年度は、差し押さえや支払い督促の

実施など、法的対応の一層の強化、回収不可

能と認められる債権の放棄など、より適正な

債権管理に向けて取り組みを進めました。 

 今後も引き続き、全庁を挙げて取り組みの

充実を図り、収入未済の解消に努めてまいり

ます。 

 また、総務部所管の収入未済である県税未

収金につきましては、滞納処分の徹底及び早

期着手と個人県民税の徴収強化対策を重点項

目として、積極的な徴収対策に取り組んでお

ります。 

 中でも、県税未収金のうち高い割合を占め

る個人県民税に関しましては、これまでも県

と市町村が一丸となって収納率の向上に取り

組んでまいりました。 

 平成23年度は、個人県民税の税収の約半分

を占める熊本市に重点を置く対策として、熊

本県税事務所に個人県民税対策担当を配置

し、熊本市税務職員の身分を持たせて、熊本

市と共同で滞納処分を実施したほか、熊本市

以外の市町村につきましても、未収金の圧縮

に向け、連携して併任徴収や徴収引き継ぎ等

に取り組み、数値目標を設定した徴収強化計

画を着実に実施してまいりました。 

 また、個人県民税の給与天引きを行う特別

徴収につきましては、平成25年度までに特別

徴収実施事業所の全指定ができるよう、積極

的に取り組んでおります。 

 これらの取り組みの結果、平成23年度の個

人県民税未収金額は、平成22年度と比較して

１億1,687万円の減額、県税全体の未収金額

は２億3,643万円の減額となっております。 

 引き続き県税未収金の解消に向けて努力し

てまいります。 

 ２点目は、「職員による交通事故が増加傾

向にあることから、組織をあげて職員の交通

安全に対する意識の高揚を図るとともに、事

故原因等に応じた具体的な交通事故及び交通

違反防止対策を講じること｡」という指摘で

ございます。 

 総務部では、全庁的な課題である交通事

故、交通違反の防止につきまして、全所属長

に対し、繰り返し総務部長通知を発出すると

ともに、庁議や全所属長を対象にした特別研

修などの機会を捉え、各所属において交通事

故、交通違反の根絶に取り組むよう、周知徹
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底を図っております。 

 特に、平成23年度の新たな取り組みとしま

しては、各所属が実施する交通事故、交通違

反防止の研修等で活用するため、交通事故の

部局別、地域振興局別の発生件数を明らかに

し、公務中の交通事故についての原因分析を

行いました。 

 あわせて、交通事故、交通違反の発生しな

い職場づくりを進めるため、職員を指導する

立場にある所属長等の管理監督者に対して、

職員が関係した交通事故の具体例とその防止

策、各所属での飲酒運転防止の取り組み事例

等も示し、管理監督者としての心構えや具体

的な指導方法等を周知しました。 

 今後も引き続き、職員一人一人の交通安全

意識の向上や交通事故の未然防止に努めてま

いります。 

 ３点目は、「不適正経理の再発防止につい

ては着実に進められているものの、一部浸透

していない面が見受けられるので、今後とも

これらの取り組みを一過性のものとせず、職

員一人一人の法令遵守意識の徹底や組織的な

チェック体制の強化など全力をあげて取り組

むこと｡」という指摘でございます。 

 まず、不適正経理の再発防止に向け、職員

一人一人の意識の徹底を図るため、全庁を対

象とした、経験年数や職位等に応じた階層別

の研修を実施したほか、各所属において全職

員参加による研修を行うよう要請し、各職場

で実施されております。特に、平成23年度に

おきましては、全所属長を対象にした特別研

修を実施し、不適正経理再発防止の徹底を図

っています。 

 また、組織的なチェック体制につきまして

も、出納局が実施する会計責任者研修や出納

局通知に基づき、納品検査における責任の明

確化や執行状況の確認の徹底等、着実に実施

してまいります。 

 続きまして、総務部の平成23年度決算概要

について、お配りをしておりますお手元の決

算特別委員会説明資料総務部と表紙に記載し

ております資料により、御説明を申し上げま

す。 

 １ページの平成23年度歳入歳出決算総括表

をごらんください。 

 総務部の決算に関連します会計は、一般会

計と全国型市場公募地方債の発行に係る公債

管理特別会計、市町村が行う公共施設等の整

備事業に係る市町村振興資金貸付事業特別会

計の３会計でございます。 

 これらの３会計を合わせた歳入の決算状況

でございますが、収入済み額は6,349億9,806

万円余、不納欠損額は３億5,351万円余、収

入未済額は51億7,544万円余となっておりま

す。不納欠損額と収入未済額は、県税及びそ

の加算金に係るものでございます。 

 次に、３会計を合わせた歳出の決算状況で

ございますが、支出済み額は2,738億1,490万

円余、繰越額は３億5,916万円余、不用額が1

7億1,744万円余でございます。不用額の主な

ものは、人件費の執行残、経費節減等に伴う

執行残などでございます。 

 以上が、総務部の平成23年度歳入歳出決算

の概要でございます。詳細につきましては各

課長から説明いたしますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

○井手順雄委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いいたします。 

 

○古閑人事課長 人事課でございます。 

 まず、決算の説明に入ります前に、本年度

の定期監査におきまして、監査結果公表事項

として１件の御指摘をいただいておりますの

で、御説明申し上げます。 

 お手元の監査結果公表事項と表題に記載し

ておりますＡ４サイズの１枚の資料をごらん

ください。 

 御指摘の内容は、「平成23年度に、通勤中

に過失割合の高い人身事故が１件発生してい
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る。職員の交通安全意識の高揚を図るととも

に、事故原因に応じた具体的な交通事故防止

対策を講じること｡」というものでございま

す。 

 御指摘を受けました事故は、通勤途上に、

前方不注意を原因として発生したものでござ

います。このため、事故が発生した直後に、

課内全職員に対して、職員行動規範や交通事

故防止に関係する通知の徹底などの注意喚起

を行ったところでございます。 

 また、忙しい時期での事故発生ということ

も鑑みまして、疲労蓄積時には無理をして運

転しないこと、健康管理のため計画的に休暇

を取得することなど、自己管理や職場として

の配慮についてもあわせて呼びかけておりま

す。 

 特に、人事課は、交通事故防止や交通法規

遵守を指導する立場でございますので、人事

課職員一人一人が交通事故防止や交通法規遵

守に対する高い意識を持ち続けるよう、課内

での会議などさまざまな機会を捉え呼びかけ

を行うなど、交通事故や交通違反の発生しな

い職場づくりに努めてまいります。 

 続きまして、人事課の決算について御説明

を申し上げます。 

 お手元の資料の決算特別委員会説明資料総

務部の２ページをお願いいたします。 

 まず、歳入に関してでございますが、諸収

入の各項目とも調定額どおりの収入となって

おり、不納欠損額、収入未済額はともにござ

いません。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 

 歳出についてでございます。 

 まず、総務管理費のうち一般管理費でござ

いますが、職員47名分の給与費等でございま

す。不用額は1,507万円余となっておりま

す。 

 備考欄にありますように、その主なもの

は、時間外勤務手当の執行残でございます。

これは、災害対応等の時間外手当を人事課で

一括管理しておりますが、その分の執行残で

ございます。 

 次に、下段の人事管理費についてでござい

ますが、知事部局職員の退職手当及び課の運

営経費等でございます。不用額１億7,198万

円余の主なものは、退職手当の執行残でござ

います。 

 以上、人事課の分でございます。御審議の

ほどよろしくお願いをいたします。 

 

○濱田財政課長 財政課でございます。 

 引き続き、資料の４ページをお願いいたし

ます。 

 一般会計の歳入について御説明をいたしま

す。 

 財政課の歳入におきましては、不納欠損

額、収入未済額はともにございません。 

 ４ページの最上段をごらんいただきたいと

思います。 

 地方譲与税でございます。 

 予算現額に対して、４億500万円余収入済

み額がふえてございます。これは、下から３

段目をごらんいただきますと、地方法人特別

譲与税というものがございますが、税収の増

等によりまして、見込み額より多かったとい

うことによるものでございます。 

 同じく、４ページの最下段でございます

が、地方交付税を上げてございます。これも

同様に、交付額が見込み額より多かったた

め、９億400万円余の収入増となってござい

ます。 

 １ページ飛ばしていただきまして、６ペー

ジをお願いいたします。 

 中段に、諸収入のうちの宝くじ収入という

のがございます。これにつきましても、見込

み額を上回り、予算の現額よりも３億8,600

万円余多く収入をいたしております。 

 引き続き、７ページをお願いいたします。 

 ７ページから11ページまで県債が続きま
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す。７ページの最上段のところでこの理由を

御説明いたしますが、７ページの最上段、県

債をトータルいたしまして173億円余、予算

現額と収入済み額との差が出ております。こ

れは備考欄に記載のとおり、これら県債を財

源といたします建設事業等の予算が平成24年

度へ繰り越されたこと、こういったことなど

によるものでございます。 

 以下、11ページまで、同様の理由での記載

の減額等々が発生をしてございます。 

 引き続きまして、12ページをお願いいたし

ます。 

 歳入の最後でございますが、中段の交通安

全対策特別交付金、それから最下段の地方特

例交付金でございます。いずれも実際の交付

額が見込み額を上回っておりまして、予算現

額より収入済み額がふえてございます。 

 次の13ページをお願いいたします。 

 ここから歳出でございます。 

 13ページは総務費でございますが、２つ内

容がございます。一般管理費が中段にござい

ます。これは職員給与や活動費でございま

す。最下段は財政管理費でございまして、こ

れは課の運営費や基金の積立金などでござい

ます。それぞれ194万円余、180万円の不用額

を生じております。経費節減等によるもので

ございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 14ページの上半分が公債費のくくりでござ

います。上から２段目の元金、３段目の利

子、４段目の公債諸費という経費でございま

す。いずれも不用額が発生しておりますが、

これは後ほど説明をいたします公債管理特別

会計への繰出金の減によるものでございま

す。後ろのほうで御説明をいたします。 

 最下段の予備費をごらんいただきたいと思

います。 

 予備費については、１億3,400万円余の不

用額が出ております。これは、当初予算は２

億円でございましたけれども、中途6,500万

円を充用するという決算になってございます

ので、残りの分が不用額として生じるもので

ございます。 

 次の15ページをお願いいたします。 

 15ページからが公債管理の特別会計でござ

います。これは市場公募債や借換債を管理す

る特別会計でございます。 

 15ページが歳入でございます。 

 ここは、いずれも不納欠損、収入未済とも

ございませんが、上から２段目の繰入金をご

らんいただきますと、予算現額と比較して収

入済み額が1,600万円余の減となっておりま

す。これは次ページの歳出の減に伴うもので

ございます。 

 16ページをお願いいたします。 

 16ページが、この公債管理特別会計の歳出

でございます。 

 上から３段目に利子がございます。これ

は、共同発行の市場公募債、これの差額割引

料が少なくて済んだということによる不用

額、それから、最下段の公債諸費でございま

すが、これは借換債の発行手数料の減による

ものでございます。 

 これら２つの不用額の発生に伴いまして、

先ほど御説明しました一般会計の歳出も連動

して減少するということになってございま

す。 

 財政課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○本田県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 まず、本年度の定期監査につきまして、公

表事項等はございません。 

 次に、決算の状況について御説明申し上げ

ます。説明資料の17ページをお願いいたしま

す。 

 歳入でございます。 

 諸収入でございますが、調定額どおりの収

入となっており、不納欠損額及び収入未済額
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はございません。 

 次に、18ページをお願いいたします。 

 歳出につきまして、主なものを御説明申し

上げます。 

 まず、文書費でございます。 

 行政文書の管理などに要する経費でござい

ます。不用額830万円余は、経費節減に伴う

執行残などでございます。 

 次に、大学費でございます。 

 公立大学法人熊本県立大学に対して交付す

る運営費交付金、法人の業務実績に関する評

価等を行う熊本県公立大学法人評価委員会に

要する経費などでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○仁木私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 まず、本年度の定期監査の公表事項はござ

いません。 

 平成23年度の私学振興課の決算の状況につ

きまして御説明申し上げます。説明資料の19

ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございます。 

 使用料、手数料、それから中段の国庫支出

金、あけていただきまして21ページの財産収

入、繰入金、諸収入において、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 次に、22ページからが歳出でございます。

主なものを御説明いたします。 

 中段の教育費でございますが、私学振興費

として111億4,600万円余の支出済み額となっ

ております。これは、私立高等学校22校、私

立中学校９校、学校法人立私立幼稚園109園

に対する経常費補助などでございます。 

 不用額を生じました主な理由といたしまし

ては、資料23ページの10番の私立高等学校授

業料等減免補助と21番の私立高等学校等就学

支援金事業について、対象となる生徒数が当

初見込みに対して少なかったことなどによる

ものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○兼行総務事務センター長 総務事務センタ

ーでございます。着座の上、説明させていた

だきます。 

 まず、本年度の定期監査におきます公表事

項はございません。 

 次に、決算につきまして御説明申し上げま

す。説明資料の24ページをお願いいたしま

す。 

 歳入でございますが、いずれも調定額どお

りに収入済みとなっておりまして、不納欠

損、収入未済額はともにございません。 

 次に、25ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、主なものを御説明い

たします。 

 中段の人事管理費でございますが、支出済

み額９億3,230万円となっております。その

内訳は備考欄のとおりでございますが、不用

額3,250万円余の主なものは、職員住宅関係

で、廃止しました住宅の解体工事関係経費の

入札残や維持管理経費等の執行残でございま

す。 

 総務事務センターは以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○吉永管財課長 管財課でございます。 

 まず、本年度実施の定期監査におきまして

の公表事項はございません。 

 次に、決算状況につきまして御説明申し上

げます。説明資料の26ページをお願いいたし

ます。 

 まず、歳入につきましては、全科目にわた

って不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 下段の財産収入のうち、一番下の土地売払

収入の16億1,500万円余でございますが、こ

れは、精神保健福祉センターやグランド肥後
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等、15件の未利用県有財産の売却収入でござ

います。 

 なお、この売却物件の詳細につきまして

は、別冊の資料となっておりますが、お手元

の決算特別委員会附属資料の９ページから10

ページに記載しておりますので、後ほどごら

んいただきたいと思います。 

 それでは、説明資料の28ページにお戻りい

ただきたいと思います。 

 歳出について御説明いたします。 

 一番下の財産管理費は、県庁舎の管理費、

普通財産などの管理費や処分費でございま

す。5,800万円余が不用額となっております

が、これは光熱水費等の管理経費の節減や庁

舎の維持管理業務委託の入札残によるもので

ございます。 

 管財課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○渡辺税務課長 税務課でございます。 

 決算の説明に入ります前に、本年度の定期

監査におきまして、報告事項として１件御指

摘をいただいておりますので、御説明いたし

ます。 

 別紙の、監査結果公表事項と書いたペーパ

ーをお願いいたします。 

 御指摘の内容は、「平成23年度に、私用中

に飲酒運転による交通法規違反で検挙された

事例が発生している。職員の交通安全意識の

高揚を図るとともに、具体的な交通法規違反

防止対策を講じること｡」というものでござ

います。 

 この事案発生後に、直ちに職員全員に対し

飲酒運転再発防止の徹底を指示したところで

ございますが、今後、このような事案が二度

と起こらないよう、飲酒運転の防止に限ら

ず、交通法規の遵守について、あらゆる機会

を通じて職員に徹底するとともに、特に飲酒

を伴う懇親会などでは、当日はもちろん、翌

日の運転についても注意を喚起し、飲酒運転

防止の意識を高めてまいります。 

 続きまして、決算の状況について御説明い

たします。説明資料の29ページをお願いいた

します。 

 まず、県税の決算の状況でございます。 

 県税全体を１段目に記載しております。調

定額1,392億8,100万円余に対し、収入済み額

が1,337億9,900万円余、不納欠損額が３億5,

100万円余でございまして、差し引き51億3,1

00万円余が収入未済額となっております。予

算額と比較しますと、３億5,600万円余の増

収となっております。 

 各税目とも、おおむね予算額を上回る収入

を得ることができておりますが、３段目の個

人県民税につきましては、株式市場の低迷に

よる株式等譲渡所得割の減少のため、また、

そのページ一番下の県民税利子割につきまし

ては、金利の低下のために、それぞれ予算額

を下回っております。 

 ページをおめくりいただきまして、31ペー

ジの一番下でございますが、自動車取得税に

つきましても、新車販売の低迷などによりま

して、予算額を下回っております。 

 以下、33ページの産業廃棄物税までが県税

でございまして、34ページからは税外収入で

ございます。 

 35ページの下から３段目の諸収入に4,400

万円余の収入未済額がございますが、これは

主に次の36ページの１段目の加算金に係るも

のでございます。 

 次に、県税の収入未済額の状況につきまし

て、別冊の決算特別委員会附属資料で御説明

いたします。 

 ５ページの平成23年度収入未済に関する調

べをお願いいたします。 

 ２といたしまして、収入未済額の過去３年

間の推移を、税目ごとに過年度分、現年度

分、計の順番で記載しております。 

 各年度の計の最下段、収入未済額の合計を

ごらんいただきたいと思いますが、収入未済
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額は、平成21年度までは増加傾向にございま

したが、平成22年度は２億1,200万円余を圧

縮し、さらに今回の平成23年度決算では２億

3,600万円余を圧縮することができました。 

 税目別では、一番上にございます個人県民

税が最も大きな割合を占めておりまして、収

入未済額の総額が減少いたしました平成22年

度におきましても個人県民税は増加しており

ましたところですが、平成23年度は、さきの

所得税からの税源移譲後、初めて前年度から

１億1,600万円余を圧縮することができたと

ころでございます。 

 続きまして、附属資料の６ページでござい

ますが、平成23年度の収入未済額を、滞納整

理の段階に応じて納税交渉中から執行停止の

４つの区分に整理しております。 

 次に、附属資料の７ページをお願いいたし

ます。 

 平成23年度の未収金対策につきましては、

１、実施した取り組み内容の(1)に書いてお

ります滞納処分の徹底及び早期着手と、それ

から、(2)に記しております個人県民税の徴

収強化対策に重点を置いて税収の確保に取り

組みました。 

 特に、収入未済額の４分の３を占めます個

人県民税につきましては、(2)の①のとお

り、税収の半分を占める熊本市に重点を置い

た対策といたしまして、熊本県税事務所に個

人県民税担当として３名の専任職員を配置

し、熊本市税務職員の身分を持たせて、市と

共同で滞納処分に当たりました。 

 また、地域振興局におきましても、③のと

おり、併任徴収、徴収引き継ぎ、地域版滞納

整理機構に対する支援などの取り組みを内容

とする徴収強化計画を着実に実施してまいり

ました。 

 あわせまして、前後いたしますが、②に記

載のとおり、県及び市町村の税務担当課長か

ら成る熊本県地方税収確保対策連絡会議を開

催し、県及び市町村の連携を強化してまいり

ました。 

 さらに、④でございますが、これは所得税

の源泉徴収と同様に、事業所に給与所得者の

住民税を天引きしていただく特別徴収につき

まして、平成25年度までの完全実施に向け

て、アクションプランの策定と実施、さらに

は熊本県入札参加資格要件化の推進などに取

り組んでいるところでございます。 

 以上のような取り組みの結果、２のとお

り、収入歩合は、平成22年度と比べ0.2％ア

ップし96.1％となるとともに、滞納繰越額の

圧縮につながったところでございます。 

 とは申しましても、依然として収入未済額

は51億円余に上っており、これまでの取り組

みの成果を踏まえながら、引き続き税収の確

保に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、歳入について御説明いたしました。 

 続きまして、歳出でございます。 

 決算特別委員会説明資料にお戻りいただき

まして、37ページをお願いいたします。 

 徴税費のうち税務総務費は、税務行政の管

理、運営に要する経費でございます。7,300

万円余の不用額は、職員給与費等の執行残と

経費節減等によるものでございます。 

 次の賦課徴収費は、市町村に対する徴収取

扱費、納税者に対する過誤納還付金等の経費

で、不用額２億1,400万円余はこれらの執行

残でございます。 

 38ページから諸支出金でございますが、こ

れは税収の一定割合を市町村へ交付する交付

金でございまして、不用額は、いずれも実績

が見込みを下回ったことによる執行残でござ

います。 

 税務課は以上でございます。よろしく御審

議をお願いいたします。 

 

○能登市町村行政課長 市町村行政課でござ

います。 

 まず、本年度の定期監査の結果につきまし

ては、公表事項はございません。 
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 それでは、決算の状況について御説明申し

上げます。資料の40ページをごらんくださ

い。 

 歳入でございますが、40ページから43ペー

ジまでございます。不納欠損額、収入未済額

ともに、いずれもございません。 

 44ページからが歳出でございます。 

 44ページの上から４段目、地域振興局費で

ございますが、予算現額５億7,257万円に対

しまして、支出済み額５億1,932万1,000円で

ございます。 

 支出済み額につきましては、備考欄に記載

しております総合庁舎の施設整備費や管理運

営費等に要した経費でございます。不用額3,

447万7,000円につきましては、経費節減や入

札残等に伴う執行残でございます。 

 翌年度繰越額1,877万2,000円につきまして

は、別冊の決算特別委員会附属資料の３ペー

ジをお願いいたします。 

 総合庁舎施設整備費の繰り越しでございま

す。 

 これは繰越理由欄に記載しておりますよう

に、阿蘇総合庁舎の耐震改修工事におきまし

て、基礎工事に遅延が生じたことによるもの

でございます。予算額２億7,405万1,000円に

対しまして、平成23年度執行額２億4,014万

7,000円、平成24年度への繰越額1,877万2,00

0円でございます。本事業につきましては、

年度が明けました４月に完了しております。 

 説明資料にお戻りください。 

 44ページの一番下の段、市町村総務振興費

でございますが、予算現額18億6,075万1,000

円に対しまして、支出済み額18億4,839万7,0

00円でございます。これは市町村行政課及び

地域振興局の総務振興課職員241人分の職員

給与費でございます。不用額1,235万4,000円

につきましては、人件費の執行残でございま

す。 

 次に、45ページの１段目、自治振興費でご

ざいますが、予算現額13億5,055万8,000円に

対しまして、支出済み額13億4,267万9,000円

でございます。これは市町村自治宝くじ交付

金や市町村行財税政支援費等に要した経費で

ございます。不用額787万9,000円につきまし

ては、経費節減等に伴う執行残でございま

す。 

 次に、３段目、選挙管理委員会費でござい

ますが、予算現額1,742万4,000円に対しまし

て、支出済み額1,615万5,000円でございま

す。不用額126万9,000円につきましては、人

件費等の執行残でございます。 

 次に、４段目、選挙啓発費でございます

が、予算現額321万3,000円に対しまして、支

出済み額162万4,000円でございます。不用額

158万9,000円につきましては、入札等に伴う

執行残でございます。 

 次に、５段目、県議会議員選挙費でござい

ますが、予算現額３億8,292万8,000円に対し

まして、支出済み額３億8,282万円でござい

ます。不用額10万8,000円につきましては、

執行残でございます。 

 次に、６段目、知事選挙費でございます

が、予算現額８億1,638万5,000円に対しまし

て、支出済み額は６億5,706万円でございま

す。不用額１億5,932万5,000円につきまして

は、執行残でございます。 

 当初、立候補者６人で計上しておりました

予算でございますが、実質、立候補された方

がお２人ということ等を理由とする執行残で

ございます。 

 市町村行政課は以上のとおりでございま

す。御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○山口市町村財政課長 市町村財政課でござ

います。 

 まず、本年度の定期監査の結果につきまし

ては、公表事項はございません。 

 それでは、決算の状況につきまして御説明

いたします。資料の46ページをお願いいたし
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ます。 

 歳入につきましては、46ページから47ペー

ジまででございますが、いずれも不納欠損、

収入未済額ともにございません。 

 48ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 まず、上から４段目、地域振興局費でござ

いますが、予算現額４億5,477万9,000円に対

しまして、支出済み額４億3,796万3,000円で

ございます。 

 支出済み額につきましては、備考欄に記載

しておりますとおり、地域振興局提案による

地域を元気にする事業に要した経費でござい

ます。不用額1,681万6,000円につきまして

は、入札に伴う執行残でございます。 

 次に、６段目、市町村総務振興費でござい

ますが、予算現額１億1,729万9,000円に対し

まして、支出済み額１億1,728万3,000円でご

ざいます。これは市町村財政課職員16人分の

職員給与費でございます。不用額１万6,000

円につきましては、執行残でございます。 

 次に、７段目、自治振興費でございます

が、予算現額3,082万2,000円に対しまして、

支出済み額2,572万8,000円でございます。こ

れは市町村行政体制強化事務経費や市町村行

財税政支援等に要した経費でございます。不

用額509万4,000円につきましては、経費節減

に伴う執行残でございます。 

 49ページをお願いいたします。 

 市町村振興資金貸付事業特別会計でござい

ます。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。 

 50ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １段目、市町村振興資金貸付金でございま

すが、予算現額１億31万3,000円に対しまし

て、支出済み額10万9,000円でございます。

不用額１億20万4,000円につきましては、市

町村への新規貸し付けがなかったことによる

ものでございます。 

 次に、２段目、一般会計繰出金でございま

すが、予算現額39億2,500万円に対しまし

て、支出済み額39億2,084万4,000円でござい

ます。これは、地域振興局活動推進費及び財

政再建戦略に基づき、財政健全化のための財

源として一般会計へ繰り出したものでござい

ます。不用額415万6,000円につきましては、

地域振興局活動推進費分の執行残でございま

す。 

 市町村財政課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○原消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 まず、本年度の定期監査の結果につきまし

ては、公表事項はございません。 

 決算でございますが、説明資料の51ページ

をお願いいたします。 

 歳入につきましては、51ページから52ペー

ジでございますが、消防保安課は、不納欠損

額、収入未済額ともございません。 

 続きまして、53ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございます。 

 まず、総務費の真ん中ほどでございます

が、防災総務費につきましては、防災消防ヘ

リコプター「ひばり」の管理運営費、同じく

防災ヘリのテレビ伝送システム整備費、職員

給与費でございます。なお、翌年度繰越額３

億4,000万につきましては、最後に附属資料

で説明をいたします。不用額の558万円余に

つきましては、経費節減に伴う執行残及び入

札残でございます。 

 次に、消防指導費でございますが、これ

は、県消防学校の職員給与費、消防に係る事

務費のほか、市町村に対します消防施設整備

補助、消防広域化の推進費、危険物の取り締

まり指導費、消防学校の運営費などが主なも

のでございます。不用額の748万円余につき
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ましては、経費節減等に伴う執行残でござい

ます。 

 54ページをお願いいたします。 

 商工費でございます。 

 工鉱業費の火薬ガス等取締費につきまして

は、鉄砲火薬、高圧ガス及び電気の取り締ま

り指導に係ります職員給与費及び事務費でご

ざいます。不用額の134万円余につきまして

は、経費節減等に伴う執行残でございます。 

 最後に、翌年度の繰越事業についてです

が、お手数ですが、別冊の附属資料をお願い

いたします。 

 総務部の附属資料の４ページをお願いいた

します。 

 防災消防ヘリコプターテレビ伝送システム

整備事業費の３億4,000万円余の繰り越しで

ございます。 

 これは、防災消防ヘリコプター「ひばり」

にテレビカメラを設置しまして、上空からの

映像を県庁の災害対策本部等に送信する事業

ですが、繰り越しの事業としましては、本県

の防災ヘリの機体に取りつけることができる

専用の工場が国内に２カ所しかなく、そのう

ちの１カ所が昨年の東日本大震災で被災しま

したため、残る工場に利用が集中し、本県ヘ

リが当分の間利用できなくなったため、事業

計画全体がおくれたものでございます。 

 繰り越し後の進捗状況についてですが、こ

の事業には、ヘリの機体にカメラを設置しま

す工事と地上で映像や音声を受信する工事が

ございますが、現在24年度末の完了に向けま

して工事の進行管理を行っているところでご

ざいます。 

 消防保安課は以上でございます。 

 

○井手順雄委員長 以上で執行部の説明が終

わりました。 

 ここで10分休憩をいたしまして、質疑を受

けたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

  午後２時11分休憩 

――――――――――――――― 

  午後２時19分開議 

○井手順雄委員長 引き続き、委員会を開き

ます。 

 それでは、質疑を受けたいと思います。質

疑はありませんでしょうか。 

 

○西聖一委員 監査委員の報告でちょっとお

尋ねしたいんですけれども、２ページ目の審

査の意見で、県債残高が、いろいろ除けば通

常債の残高は１兆739億円、それから財政調

整用４基金の総額が389億円という数字が出

ていますけれども、何か知事選のときには、

債権残高は１兆円を切ると、それから、財政

調整用４基金は、いつも53億円だったのが70

億円ぐらいふえたかなという認識があったん

ですけれども、この数字とは何かちょっとか

け離れているので、説明をお願いします。 

 

○濱田財政課長 財政課のほうから御説明を

いたします。 

 まず、この県債の残高の話でございます

が、財政再建戦略の結果１兆円を切るという

ふうに申し上げていたのは通常債の話でござ

います。しかも、24年度の末でということで

ございますので、この23末の段階では、この

数字が正しい数字でございます。 

 

○西聖一委員 24年度末ですか。 

 

○濱田財政課長 24年度末で１兆円を切りま

す。 

 それから、もう１点の基金の残高の話でご

ざいますが、いつも財政健全化の指標として

お示ししている財政調整用の４基金の残高と

いうのは、年度の当初、当初予算をつくって

みて、幾ら貯金が残っていますかという数字

をお示ししております。 

 ここに載っている数字は、年度末の残高で
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ございますので、それは当然当初予算をつく

るときにがばっと崩してしまいますので、実

際、４月１日になれば残高は、申し上げてい

たとおりの額になってしまうという状況で

す。 

 

○西聖一委員 わかりました。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。 

 

○前田憲秀委員 総務部の附属資料の７ペー

ジのところでちょっとお尋ねをしたいんです

けれども、23年度実施した取り組み内容の中

の④なんですけれども、個人県民税の特別徴

収完全実施アクションプランの策定及び実施

ということで、特別徴収という話がありまし

た。総務部長のお話の中にも、特別徴収にお

いては、全事業所、全指定ができるようとい

うお話が先ほどあったんですけれども、これ

は――普通徴収、特別徴収と一応２つあるん

ですけれども、事業所は特別にしないといけ

ないとか、何かそういう決まりはあるんです

か。そこら辺をちょっと。 

 

○渡辺税務課長 税務課でございます。 

 法律上、給与所得者につきましては、事業

所が徴収します特別徴収が義務となっており

ます。それ以外が普通徴収というふうなこと

になっております。 

 

○前田憲秀委員 個人事業でも、給与という

ことであれば特別徴収ということになるんで

すかね。 

 

○渡辺税務課長 そのとおりでございます。 

 

○前田憲秀委員 じゃあ、例えば今対象にな

る給与を支給している事業所で、特別徴収の

割合というのはどれぐらいか把握されていら

っしゃいますか。 

 

○渡辺税務課長 事業所の割合で申し上げま

すと、平成22年度の総務省の資料で算定しま

したところでは65％ほどでございます。 

 

○前田憲秀委員 熊本のデータというのはな

いですか。 

 

○渡辺税務課長 熊本のデータでございま

す。 

 

○前田憲秀委員 じゃあ、逆に、それは全国

的に比べてどうなんでしょうか。多いほうな

んでしょうか、少ないんでしょうか。 

 

○渡辺税務課長 全国平均を5.6ポイントほ

ど下回っております。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。じゃあ、本

県の場合は、全国平均６割よりも上回ってい

るということなんですね、65％ということは

ですね。(発言する者あり)下回っている。じ

ゃあ、全国平均は７割ということで。それ

と、総務部長が全指定ができるようにという

にはまだほど遠い目標値なのかなというふう

に思います。 

 それと、ちょっと別角度ででもお尋ねした

んですけれども、逆に今こういう御時世で、

事業所も非常に厳しい、お給料のお支払いも

厳しい状況で、それで逆に住民税が徴収でき

なくなるなんていう事例はないんでしょう

か。というか、心配というか。 

 

○渡辺税務課長 詳細にその辺の――個別に

つきましては、直接は市町村のほうで徴収に

当たっておりますので承知はしておりません

けれども、もし仮にそういった場合になりま

すと、特別徴収義務がございますので、事業

所に対して滞納処分なり、そういった働きか

けをしていくということになります。 
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○駒崎総務部長 国税のほうは、源泉徴収は

全ての事業所でなさるのが原則で、これは相

当の率なさっています。国税は税務署に納め

るだけで済むんですが、地方税の場合は、そ

れぞれの従業員の住所地に手続をするという

煩雑さがあるので、なかなか進まないという

背景もあるかと思います。 

 その辺のところについては、できるだけ事

務の効率化を図って、事業所の負担を軽くし

ながら、源泉徴収並みにはせめてやっていた

だくように努力してまいりたいと思っており

ます。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。事情はよく

わかります。 

 先ほど、事業所で滞納者が出た場合には、

個別に徴収する分と事業所でまとめて、まあ

多い少ないもあるんでしょうけれども、その

ことをちょっと御質問させていただいたんで

すけれども、背景、いわゆる給与を支払って

いる事業所には義務があるということですの

で、やっぱりここははっきり――前回、県税

事務所にお邪魔したときにも、特別徴収にす

るかしないかがやっぱり滞納を防ぐ今一番の

方法ですというお話も聞きましたし、そうで

あれば、もう少し何か目に見えるような形で

やっていくべきなのかなというふうには思い

ます。 

 たしか個人の確定申告書には、丸をつけな

ければ特別徴収になるような、そういう仕組

みもあったんじゃないかと思います。そうい

うふうな形で、何らかの形で、全国平均より

も５～６％下回っているということですの

で、しっかりそこは努力をしていただきたい

なというふうに要望して終わります。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。 

 

○佐藤雅司委員 総務のほうの説明資料の29

ページ、備考欄に水森税のことが書いてあり

ますが、減額ということになっております

が、収入が少なかったということですけれど

も、これは何か原因があるんですかね。 

 

○渡辺税務課長 この減額の部分につきまし

ては、個人県民税の部分でございまして、水

森税の分ではございません。 

 

○佐藤雅司委員 水森税が……。 

 

○渡辺税務課長 内訳をここに記載しており

ますけれども、水森税についての減額という

ことではございません。 

 

○佐藤雅司委員 ということではない。も含

まれているという意味ですかね。 

 

○渡辺税務課長 この、予算との比較での減

額の部分につきましては、先ほど御説明申し

上げましたけれども、株式譲渡所得割につい

ての減額でございます。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。 

 

○西岡勝成委員 人事課にちょっとお尋ねで

すが、交通事故の話ですけれども、我々も、

議会のたびに和解の話とかいろいろお聞きす

るんですけれども、年に何件ぐらいあって、

どのぐらいの金額の和解金があっているの

か。 

 

○古閑人事課長 ちなみに平成23年度でいき

ますと、公務上で約39件、公務外で――これ

は人身事故のみでございますけれども、49件

ございます。 

 

○西岡勝成委員 金額的に、和解のあれはわ

かりますか。 
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○古閑人事課長 申しわけございません。ち

ょっと手元にございません。 

 

○西岡勝成委員 すると、それは増加傾向に

あるんですが、大体そういうものなんです

か。 

 

○古閑人事課長 いわゆる事故の件数でいき

ますと、平成22年が118件でございましたの

で、それが88件になっておりますので、25％

減ということではございます。 

 

○西岡勝成委員 もう１つ、市町村財政課。

この市町村振興資金、対象がなかったという

ことですが、大体どういう資金に使えるの

か。いつもは、あるのかな。 

 

○山口市町村財政課長 市町村財政課でござ

います。 

 市町村振興資金についてのお尋ねでござい

ますけれども、実は、平成21年度から、21、

22、23の３カ年度につきましては、県の財政

再建戦略を優先するということで、原則貸し

付けを休止しておりました関係で、平成23年

度につきましても貸し付け実績はゼロという

ことでございます。 

 資金使途につきましては、市町村が行いま

す設備投資の財源として貸し付けているもの

でございます。 

 

○西岡勝成委員 市町村から要望がなかった

わけ。それとも、こっちで切った。 

 

○山口市町村財政課長 まず、基本は財政再

建戦略に基づきまして原則休止しておりまし

たので。それと、貸し付け要請も過去３カ年

ございませんでした。 

 

○浦田祐三子委員 ちょっと関連で。今どち

らかはっきりわからなかったんですけれど

も、今の説明では、平成21年から23年までは

貸し付けをとめていたというお話でしたけれ

ども、どちらなんですか。 

 

○山口市町村財政課長 ちょっと不正確な説

明で失礼しました。原則、県としては貸し付

けを休止するということで公にしておりまし

た。ただし、従前からの継続案件等、もしく

は緊急案件等につきましては、知事が配慮し

た上で貸し付けることもあるということでご

ざいます。 

 

○重村栄委員 財政課のところでお聞きした

いんですけれども、財政課の歳入の部分なん

ですが、例えば土木あたりのところの国庫補

助事業の歳入、予算現額に対して収入済み額

がかなり下回って、ほとんどがマイナスで出

ていますね。これは、土木の国庫補助のとこ

ろはほとんど軒並みマイナスで出ているんで

すけれども、ここだけ見ると、何か事業に支

障があったのかどうかちょっと心配だったん

ですが、現実問題として土木あたりに話を聞

けばいいんでしょうけれども、ここのを見た

限りでの話で、総論的に、土木部所管で計画

をされた事業に対して、こういう収入済み額

ということでマイナスになった時点で、何か

事業遂行に当たって支障があったのかどう

か。総論的に結構なんですけれども。 

 

○濱田財政課長 説明資料の９ページのとこ

ろだと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○重村栄委員 はい。 

 

○濱田財政課長 結論から申し上げますと、

ここで予算現額と収入済み額との比較でマイ

ナスがすごく立っておりますけれども、これ

については、繰り返しになりますが、繰り越

しの財源として24年度に持っていくために23

年度にもう県債を借りなかったということで
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ございまして、その率を言いますと、およそ

この減額のうちの93％が繰り越し財源として

翌年度に行ったということでございますの

で、事業自体がポシャったとか、そういうこ

とではございません。 

 

○重村栄委員 わかりました。 

 それと、小さなことで申しわけないです

が、市町村行政課。選挙啓発費で、これは予

算現額に対して執行済み額、ちょうど半分ぐ

らいです。理由を書いてあるんですけれど

も、入札等に伴う執行残ということなんです

が、これは何か計画されてやらなかったと

か、そういうのが何かあるんですか。実際執

行率が半分ぐらいなので、どうなのかなとち

ょっと気になったんですけれども。 

 

○能登市町村行政課長 市町村行政課でござ

います。 

 この予算額で計画を立てまして、入札にか

けましたところ、実際安い額で入りました。

その額で執行できました関係での残でござい

ます。２月補正で減額するべきところでござ

いましたんですが、実際確定しましたのが補

正の時期を過ぎておりましたので、このまま

での決算額ということになっております。 

 事業内容については、当初予算で計画した

とおりの事業をやっております。 

 

○重村栄委員 済みません、これは入札だけ

の結果ですか。ほかは何もない。 

 

○能登市町村行政課長 事務費等の減額も若

干ありますが、基本的には入札残です。 

 

○重村栄委員 ということは、見積もりが非

常に甘かったんですか。これだけ、50％ぐら

いの執行率ということは。 

 

○能登市町村行政課長 結果的にはそういう

ことになるかもしれません。 

 

○重村栄委員 わかりました。いいです。 

 

○池田和貴副委員長 市町村振興資金貸付事

業特別会計の件なんですけれども、済みませ

ん、先ほど関連で言えばよかったんですが、

基本的に今貸し付けはとめていらっしゃると

いうことで、ただ、収入自体は、40数億の歳

入があるということです。とめている前に

は、大体年間どれくらいの貸し付け要望があ

って使われていたのか。本当にこれだけの、

特別会計として予算規模を持っているのが適

正なのかどうなのか。その辺についてはどう

お考えになっているのか、ちょっと教えてい

ただきたいんですが。 

 

○山口市町村財政課長 21年度に休止するま

では、過去３カ年の貸し付け実績が、平成18

年度が３億2,000万円、平成19年度が４億5,0

00万円、平成20年度が１億8,000万円と、だ

んだん低下傾向にはございました。 

 それから、特別会計の残高ですけれども、

現在貸し付け残高がまだございます。それか

ら、繰越金を合わせて35億円程度あるんです

けれども、これまで貸し付け実績に比べてか

なり多かったものですから、先ほど言いまし

たように、平成23年度２月補正で38億円余は

一般会計に、財政再建のために繰り入れする

というような形で、適正な残高になるよう、

今努力しているところでございます。 

 

○池田和貴副委員長 わかりました。 

 やはり財政が非常に厳しいところもあると

思いますので、ここの金額については、ぜひ

精査をしていただいて、活用できる部分があ

ればやっぱり活用するのも一つの手かなとい

うふうに思いますので、そこはよろしくお願

いしておきます。要望です。 

 



第２回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成24年10月３日) 

 - 23 - 

○重村栄委員 税務課の、総務部の附属資料

の７ページ、未収金対策で差し押さえをされ

るということで、その差し押さえしたものを

インターネット公売とか市町村合同公売会等

を活用して換価促進を図ったということが書

いてありますが、差し押さえの件数は今ふえ

ているのか減っているのか、ここ数年あたり

どんな状況になっているのかというのが１つ

と、このインターネットとかあるいは公売会

で換価されていますけれども、これは、期待

どおりの対価が得られているのか、思ったほ

どないのか、その辺実態はどうなんですか。 

 

○渡辺税務課長 まず、先にインターネット

公売のほうでございますけれども、昨年度、

８回ほど参加しておりまして、89品出品いた

しまして72件の落札をいただいております。

落札の合計額は約450万円ということで、ほ

ぼ期待しているような効果は得られていると

いうふうに思っております。 

 差し押さえの件数は、ちょっと時間をいた

だけますか。また後ほど御説明いたします。 

 

○重村栄委員 もう１つ、その合同公売会の

ほうはどうなんですか。先ほどのはインター

ネットですよね。 

 

○渡辺税務課長 合同公売会につきまして

は、つい最近の例で申し上げますと、９月に

熊本の総合庁舎のほうで実施しております。

それで、県分といたしまして――これは熊本

市との合同で実施いたしましたけれども、県

の分が13品出品いたしまして12品の落札とい

うことで、見積もり価格、余り大きくはござ

いませんが、17万3,000円に対しまして22万

6,000円ということで、落札は1.3倍ぐらいの

落札額で落としていただいております。 

 

○重村栄委員 今は、公売されるのはインタ

ーネットで販売されていますけれども、それ

に至るまでの手間暇がかかっていますよね。

それを勘案してもやったほうがいいんです

か。 

 

○渡辺税務課長 まず、最近は、まだ物を差

し押さえる前に、給与債権あるいは預金債

権、そういったものの差し押さえに行きます

けれども、それでも解消を図れない場合に

は、やっぱり物の差し押さえということにな

りまして、ここはコストの面もございますけ

れども、やはり負担の公平性といったことか

らは、県として姿勢を示す意味からでも公売

したほうがいいというふうに判断しておりま

す。 

 

○重村栄委員 実益よりも姿勢を示すために

はやったがいいというふうに受け取っていい

んですね。 

 

○渡辺税務課長 効果はあると考えておりま

す。 

 

○重村栄委員 効果があるということ、わか

りました。 

 

○西聖一委員 同じ資料４ページで、消防保

安課。ヘリコプターのテレビ伝送システム整

備事業費、２カ所のうち１カ所が使えないと

いうことですけれども、年内でその工事がで

きる可能性について教えてください。 

 

○原消防保安課長 今繰り越しで事業をやっ

ておりますけれども、現時点でおおよそ５割

ほど事業が進捗しております。残り半年で完

了するように、今計画を立てております。完

了いたします。 

 

○西聖一委員 現在ヘリコプターが飛んでい

ることについては支障はないわけでしょう。 
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○原消防保安課長 現在はまだ取りつけして

おりませんので、取りつけする時点でヘリコ

プターを運休しまして、その間はかわりのヘ

リコプターを代替機で使用いたしまして、そ

の間は調整いたします。 

 

○西聖一委員 じゃあ、そのシステムがつけ

ば、さらに何かその効果が――どういう効果

が出てくるんですか、テレビをつけることに

よって。 

 

○原消防保安課長 現在は、ヘリコプターの

テレビ伝送システムは県警のヘリについてお

ります。この前の龍田の災害でも、県警ヘリ

が上空から撮影して県庁に送って、その状況

を見て「ひばり」が救助したという役割分担

をしておりますが、仮に県警ヘリが別の事案

で出たときとか運休した場合は「ひばり」の

テレビ伝送システムが役立つときがあると思

います。 

 

○西聖一委員 じゃあ、早急に完成をよろし

くお願いいたします。 

 

○西岡勝成委員 市町村行政課、44ページの

地域振興局費ですが、施設整備費とか管理運

営費の減額というのはわかるんですが、やっ

ぱり地域振興局の活動推進費、これは非常

に、私は――地域のいろいろな、一番末端に

あるわけですから、ここあたりは足らぬ、足

らぬぐらいに、財政は厳しいにしても、足ら

ぬ、足らぬぐらいの使い方でいいと思うんで

すね。 

 例えば、部長、これはどういうものに使う

んですかね。 

 

○駒崎総務部長 振興局が独自に計画を立て

て自主的にするケースと、市町村と連携した

事業などに充てるということで、ある程度、

本庁から指示してするという仕組みではなく

て、振興局が企画したり発想した事柄につい

て使っていただく経費として予定しておりま

す。 

 

○西岡勝成委員 私も提案したんですが、振

興局で推薦事業といいますか、振興局でこの

事業は考えて推進したいという事業で、局長

の、要するに推進事業みたいなテーマがあっ

て、私が提案して取り組んでもらった事業が

あり、本当にありがたいと思うんですけれど

も、こういうのをやっぱり一番末端に、県政

の中で末端にあるところですから、もっとば

んばん地域からのいろいろなそういうアイデ

アとか住民の人たちのそういうものを――こ

こがやっぱり一番県政の活力をつくっていく

原点と思うんですけれども、この辺で予算を

余らせちゃいかぬと思うんですけれども、そ

の点どうですか。 

 

○能登市町村行政課長 委員おっしゃるとお

り、それぞれの振興局で工夫を凝らして取り

組んでいただいております。例えば、菊池で

ございますと、えこめ牛でございますとか、

阿蘇でございますと、鉄道で巡る阿蘇の旅等

関係の取り組みとか、さまざまな取り組みを

していただいております。 

 それぞれ大体１振興局当たり500万円程度

でやっていただくことになっておりますが、

どうしても年度末にかけまして事務の執行で

若干残るところがございます。そこもできる

だけ早目に、金額が余った分については、要

らない分については引き上げまして、足らな

いところに再度配分するとか、そういった工

夫はやりながら、できるだけ無駄にならない

ように、全額可能な限り使っていただくよう

な配分をさせていただいているところでござ

います。 

 

○西岡勝成委員 各振興局長にもぜひそう伝

えていただいて、財政がこういう状況ですか
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ら、余すことは決して悪いことじゃないんで

すけれども、やっぱり使うべきところは使っ

ていかないと活力は出てこないと思うんです

ね。 

 私の例で言いますと、チョウメイソウとい

う薬草のあれを振興局で扱っていただいて、

大変助かりながら、もうことしあたりはつく

りこなさんぐらいの形にまでなってきている

んですね。それはありがたいことで、なかな

か一つの取り組みをするのに県がこうやって

バックアップしてくれると非常にありがたく

て、そして前に進み方が早いんですよ。ぜひ

この辺の予算を残さんで使うぐらいの覚悟で

やっていただきたいと思います。 

 

○駒崎総務部長 御指摘を踏まえてしっかり

取り組んでまいります。 

 念のために申し上げますが、ちょっとこの

表のつくり方が紛らわしいかもしれません

が、不用額を生じた理由というのは経費節減

でございますが、その下の欄は、不用額の内

訳でなくて、予算のうちこういうふうに使い

ましたということですので、振興局の活動費

は、500万掛ける10振興局で、5,000万をベー

スにして4,500万程度使っていますというふ

うにつくっております。ちょっと表が紛らわ

しくて申しわけございません。 

 

○井手順雄委員長 じゃあ、私から一言。そ

の500万じゃ少なかっじゃなかっですか。 

 

○駒崎総務部長 幾らが適正かという――た

だ、私も、玉名で振興局長の経験がございま

すけれども、少し大き目の交差点改良とかの

要望に応えようとすると、とても1,000万で

も足りないというようなことになります。で

すから、そこは振興局ですぐ動いたほうがい

い、あるいはとにかく初動の経費としてすぐ

動ける経費があると動きが始まって、後は本

庁のほうにしっかり予算確保していただくと

いうケースもあるかと思っております。 

 玉名のときは、新幹線の開通工事――まだ

工事中でございましたけれども、玉名の地区

の小中学生、主に小学生でしたけれども、募

集しまして、新幹線に乗せて工事中のトンネ

ルも見学させて、それを壁新聞につくっても

らって玉名駅に張り出すというＰＲ事業をや

ったんですが、そのときはもう20万足らずの

お金しかなかったんですけれども、ＪＲとか

け合ったところ、振興局にある予算で希望す

る子供たち全部を乗せてあげますということ

ができましたので、その後からはしっかり

と、今度は本庁のほうで予算を組んで、そう

いうＰＲ活動の一環にしてもらったというこ

ともございます。 

 ですから、500万で十分でないという感覚

は、確かにそういう点あるかと思いますが、

厳しい中でやりくりしておりますので、振興

局がすぐ動ける経費としてまずはつけている

ということで――それ以外には一切振興局の

要望は聞かないということではございません

ので、しっかりと取り組んでまいりたいと思

います。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。 

 

○東充美委員 自動車税のことなんですけれ

ども、未収金対策のところで、これによりま

すと、件数が68から69.5％かな、これは納期

内と思うんですけれども、コンビニが少し伸

びてきていますけれども、これは、納期内に

もし入ってこなかったら、督促とかいう形は

出しているんですか。来たことがないけんわ

からぬけれども。 

 

○渡辺税務課長 納期限後に催告状を出しま

して、その後に訪問なり電話なりの、督促な

り催告を行っております。 

 

○東充美委員 督促というのは、その費用は
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どのくらいかかります。 

 

○渡辺税務課長 督促状は、はがき代でござ

いますが、１通80円でございます。 

 

○東充美委員 件数でどのくらいですか。 

 

○渡辺税務課長 大体10万件ほど出しており

ます。 

 

○東充美委員 80円の10万件。単純に80掛け

る10万件でいいですか。(｢800万」と呼ぶ者

あり)毎年、大体そのくらいですか。 

 

○渡辺税務課長 大体それくらいになってお

ります。 

 

○東充美委員 それで、この未収金の７ペー

ジなんですけれども、一番下に自動車税徴収

の効率化を図るために民間委託という形だけ

れども、どうやったら効率化になるんですか

ね、民間委託で。 

 

○渡辺税務課長 いわゆるコールセンター業

務を委託しておりますけれども、通常は納期

限後に催告いたしますけれども、その後に民

間の業者から納税の状況の確認という形で電

話いたしまして、納めていただきましたでし

ょうかという確認をいたしまして、それで、

まず１点目は、早目に滞納している方の状況

がわかるということ、その催告の間に、職員

としては、ほかの過年度分の整理とか行いま

して、マンパワーを生み出して、さらにその

力をもって滞納整理に当たっていくというふ

うなことで効率化が図られているという状況

でございます。 

 

○東充美委員 余り意味がわかりませんけれ

ども、結局払わないという方、まあ督促を出

しても払わない方というのは、極端に言うと

確信犯ですかね、毎年。 

 

○渡辺税務課長 結構そういう面もございま

せんで、ちょっと後でいいかなという感じの

方がいらっしゃる分については、やはり効果

があるというふうに考えております。 

 

○東充美委員 たしかこれは、税金の納付書

がないと、車検というんですか、検査、あれ

は受けられないんでしょう。ということは、

何というかな、払わないと車にその次の車検

以降は乗れないということですたいね。 

 

○渡辺税務課長 そういう形になっておりま

す。 

 

○東充美委員 ですよね。ということは、最

終的にはほとんどというか、まあ100％近く

税金はというか、払われる方向になるんです

か。 

 

○渡辺税務課長 車検が２年に１回、３年に

１回でございますので、１年分――税金は１

年１年かかってまいりますものですから、払

わない年があれば、その分は滞納という形に

なります。 

 

○東充美委員 私は、これは重点税ですから

ね、やっぱり滞納というのはおかしいけれど

も、７割以下というのはちょっとおかしいと

思うんですけれども、まあ徴収は専門の方々

で、今度はまた徴収を強くすると思うけれど

も、せめて７割以上にしてほしいと思いま

す。 

 

○渡辺税務課長 熊本県の場合、非常に特徴

的でございまして、当初のほうは納付率が非

常に低いんでございますけれども、最終的に

年度末までにまいりますと、全国平均を上回

る納付率になってまいっております。 
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○井手順雄委員長 何％、98とかだろう。 

 

○渡辺税務課長 23年度の実績で申します

と、熊本県は徴収率が97.9％ございまして、

全国で13番目の高率となっております。 

 

○井手順雄委員長 ところで、先ほど督促

状、１回800万と。何回出すわけ、督促状

は、最終的に。 

 

○渡辺税務課長 通常は１回でございます。 

 

○井手順雄委員長 いや、２回か３回……

(発言する者あり) その督促状の総額は幾ら

ですか。わからぬならいいです。 

 

○重村栄委員 今何か催促の電話とか民間の

方に頼んでというお話がありましたね。それ

は幾らぐらいかかりよるんですか。 

 

○渡辺税務課長 約400万でございます。 

 

○重村栄委員 400万、大体毎年そのくらい

出よる。件数関係なく、その業務として幾ら

と。 

 

○渡辺税務課長 はい。 

 

○重村栄委員 もういっちょいいですか。ち

ょっと細かい話で済みません。車検を受ける

ときは、例えば今車検を受けようとすると、

23年度の納付書があればいいんですよね。22

年度の納付書がなくても――極端に言えば、

22年度の納付書がなくても、23年度の納付書

があれば車検を受けられるんですよね、多分

ね。 

 納付の場合は、単年度の納付書しか来ない

でしょう。前に滞納しとっても関係ないでし

ょう。22年度分、23年度ってやり方をします

よね。23年度だけ払うて、22年度は払わぬと

いうことはできるんですかね。そういうケー

スがあるのかなと思って。ちょっとあるのか

どうか、できるのかどうか。 

 

○渡辺税務課長 基本的には前年度分から充

当してまいりますので、概念的にはできない

というふうに思っておりますけれども。 

 

○重村栄委員 でも、例えばコンビニに持っ

ていきますよね。コンビニに持っていくと印

鑑を押してくれますよね、受領印を。という

ことは、前の年度のを持っていかんでも、必

要な年度だけ持っていけば、それに押してく

れるんじゃないんですか。たしかこれは前ん

とですよとわからぬはずですけんね。だか

ら、もしそうならシステムを変えないとおか

しくなってくる。 

 

○渡辺税務課長 納付書自体に未納がある場

合は印がついておりますので、そこで確認で

きるようしております。 

 

○重村栄委員 できる。それはコンビニでも

ちゃんとできるごとなっている。 

 

○渡辺税務課長 それ自体に印字してござい

ますので。 

 

○重村栄委員 じゃあ、さっき言ったような

やり方はできないね。 

 

○渡辺税務課長 はい。 

 

○重村栄委員 間違いなくできないですね。

なら、いいです。 

 

○池田和貴副委員長 済みません、会計課の

ほうにお尋ねをしたいと思います。 

 先ほど御説明があったように、年間、県で
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は約8,000億から9,000億のお金が行ったり来

たりしているわけですね。支払いもあります

ので、流動性を担保しながらなんですけれど

も、そのお金を運用することによって若干利

子とかそういったものも出ると思うんです

が、前からそこは知恵の出しどころだと思う

ので、少しでも収入を上げようと思えば、何

千億円というお金をどういうふうにして運用

していくかということも求められていると思

うんですが、そういうことは以前から指摘は

しているんですけれども、今会計課ではどう

いう工夫をされているのか。実際の運用した

利子額はどれぐらいなのか。また、一時借り

入れとかも発生すると思うんですが、そのと

きの利子はどれぐらいになるのか、その辺ち

ょっとお聞かせいただけますか。 

 

○福島会計課長 資金の運用についてでござ

いますけれども、資金の運用については、指

定金融機関あるいは地元の金融機関に対しま

す優先預金というものがございます。これは

地域振興に資するということで預けているも

のがございます。それ以外に、歳計現金で余

裕がある分については、引き合いと申しまし

て、普通に言う競争入札みたいな感じで金利

の提示をしてもらって、一番高いところに預

けております。そのほか、債券ですけれど

も、国債とか地方債とか政府保証債、こうい

うもので残り期間の短いやつについて、でき

るだけ金利収入が得られるように預けをして

おります。 

 具体的に、利子の収入ですけれども、23年

度で１億5,800万ほど利子収入を上げており

ます。 

 

○池田和貴副委員長 何％ぐらいですか。 

 

○福島会計課長 かなり最近は、金利が低金

利になってきておりますけれども、23年度で

0.3％ほどです。 

 

○池田和貴副委員長 0.3％、わかりまし

た。 

 努力をされているとは思うんですが、ぜひ

ここはやっぱり知恵によってあると思うの

で、今までのやり方と、ほかに少しでもやれ

るところがあれば、ぜひやっていただきたい

というふうに要望しておきます。 

 

○佐藤雅司委員 私は、先ほどから――ちょ

っと質問がしづらくなりましたけれども、皆

さんが胸を張って、この附属資料の５ページ

でございますが、非常に21年、22年、23年、

努力をされて、かなり未済額は減ってきてい

るなということの、例えば不動産取得税とか

自動車税とか、どんどこ減ってきておるとい

うことでありますが、努力をされているとい

うことは先ほどからちょっと説明の中にあっ

たと思うんですが、何か以前と、こういう時

期と――最近はこうしているんだという何か

妙案、妙手といいますか、これだからこうい

うふうに上がってきたと、その民間委託も一

つのそうでしょうけれども、そんなものがあ

ったら教えていただきたいと思います。 

 

○渡辺税務課長 先ほど来からちょっと御説

明しておりますように、やはり県税の中で一

番大きな割合を占めておりますのは個人県民

税でございまして、これが３分の１を占めて

おります。未収金の大半をこの個人県民税が

占めているということでございましたので、

現在こちらのほうを重点的に取り組みを進め

ているところでございまして、特に従来は過

年度分の滞納分を、県の職員、市町村の職員

と一緒に徴収するというような直接的なもの

が多かったんですけれども、22年度に策定し

ました徴収強化計画におきましては、それと

あわせまして、滞納額をふやさない、現年度

分をきっちりと取っていくというふうな対策

に力を入れようということで、そちらのほう
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に力を入れておりまして、その成果があらわ

れて滞納額の圧縮につながっているんじゃな

いかなと思っております。 

 具体的に、現年対策といいますのは、先ほ

どの特別徴収もそうですし、あるいは県と市

町村とで合同で催告を行う、そういったもの

の取り組みを通して繰越額の全体的な圧縮に

取り組んでいるというところが一番特徴的か

と考えております。 

 

○佐藤雅司委員 市町村とか国税あたりと合

同でやられるというのは以前からあったと私

は思っているんですね。その中でやっぱり―

―確かにプランをつくって強化していった、

だから頑張ったからこういうふうになった

と。だろうと思うんですけれども、何かその

前は、それなら頑張らんだったんですかとい

う、何か変な見方を私はするんですけれど

も、何かが違うんだろうと。もちろん意識も

そうでしょうけれども、こんな景気の悪いと

きに伸ばしていくというのは、それは並大抵

の話じゃないと私は思っているんですけれど

も、そのことでやっぱり意識が、県職員の皆

さん方の地方税に対する意識が大きく変わっ

ていったその何かを聞きたかったなと思って

いますけれども、あんまりあれですけれど

も、何かあれば、コメントが。同じ答えじゃ

なくて。 

 

○渡辺税務課長 一番大きな要因といいます

のは、滞納繰越額がどんどんふえていったと

いうことで、それに危機感を持ったというの

が一番でございまして、これは市町村も同じ

だと思いますけれども、そういうことで、先

ほど言いましたけれども、県と市町村の連絡

会議というものをつくりまして、一緒にやっ

ていこうというふうな意識づくりをやりまし

た。その中で、特別徴収の完全実施も取り組

んでいこうと、そういったことで今進めてお

りまして、その成果を今得ようということで

頑張っているところでございます。 

 

○佐藤雅司委員 頑張ってください。 

 それから、もう１点だけ、財政課。これは

６ページの財政課の話ですが、宝くじ――熊

本市が政令市になりましたけれども、宝くじ

が向こうに持っていかれて、やや減るような

ことだったのかなというふうに思いますが、

23年度ですかね、このままの状態ですが、も

しこの収入に変化があるようだったら、ちょ

っと教えていただきたいなというふうに思っ

ています。 

 

○濱田財政課長 宝くじの全般的な収益の状

況をまず御説明したいと思いますが、これは

全国的な動きですけれども、平成18年度から

ずっと右肩下がりで売れ行きが下がっており

ました。ところが、ここに来て、御存じのと

おり、当選金を従来の2.5倍に引き上げると

かあるいはインターネットあるいはロトシッ

クスの回数がふえるとか、いろいろ工夫を凝

らしまして、23年度は回復基調に復帰をした

ということが非常に明るい話題、これは全国

的な話題でございます。 

 この中で、熊本県の場合は、政令市の誕生

に伴いまして県と熊本市で60対40、６割、４

割でその収益金を分けるということに、これ

は24年度からなってございます。この分は政

令市と県との役割分担ですが、仕方ないとは

思いますが、県のその60.5％のシェア分につ

いては、全体的な売り上げを伸ばすことで県

への収入が上がるように、こういったふうに

努めていきたいと思っておりますし、今のこ

の状況を見ると、そこは期待が持てるんじゃ

ないかなというふうに思ってございます。 

 

○佐藤雅司委員 従来の、通常の、例年のや

り方だと減るということですね。 

 

○濱田財政課長 はい。県だけの努力ではな
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いですが、通常のこれまでのやり方をずっと

やっていて、ずっと低迷が続いたものですか

ら、これは全国で発行団体、地方団体が一緒

になって抜本的な対策をということで考えて

今のようになったと。 

 

○佐藤雅司委員 政令市との関係を私は聞い

ているんですね。だから、政令市になりまし

たから、６、４で割っていけば県の取り分が

通常だったら安くなる、収入が減ると、だけ

ど、伸びているから確保できるでしょう、そ

んな話なのかなと思いますけれども、どうで

すか。 

 

○駒崎総務部長 結論を端的に申し上げます

と、ほかの条件が変わらなければ、政令市移

行で熊本市に移りますので、県の取り分は減

ります。 

 

○佐藤雅司委員 わかりました。 

 

○前田憲秀委員 その宝くじで、ことしは見

込みよりも３億8,000万多いということなん

ですが、これは、今課長が御説明になった、

平成23年の回復基調の結果ですかね。 

 

○濱田財政課長 そうです。 

 

○前田憲秀委員 じゃあ、これは国でやるも

のなので、あんまりあれなんでしょうけれど

も、より宝くじを買っていただければ、もち

ろん県の取り分は減るんですけれども、見込

みがこんなにふえるわけですから、背景とし

て景気の回復も要るんでしょうけれども、そ

ういう望みはあると考えていいわけですよ

ね。 

 

○濱田財政課長 期待を込めて、そのように

考えております。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。 

 

○井手順雄委員長 それでは、最後に池田副

委員長。 

 

○池田和貴副委員長 じゃあ、済みません、

トリの質問を指名していただきましてありが

とうございます。 

 先ほどの西先生の質問とちょっとかぶるの

かもしれないんですが、これは資料は会計課

の決算の概要の８ページです。 

 主要財政指標があって、そこに各年度の実

質公債費比率が書いてございます。知事の今

までの御説明ですと、通常債はどんどん減少

していっているという財政再建のほうを知事

はよく説明をされているわけですが、しか

し、ここの数値を見てみると、実質公債費比

率というのは年度を追うごとにやっぱりふえ

ていっているんですよね。ここのギャップは

どういうふうな説明になるんでしょうかね。 

 

○濱田財政課長 ちょっとくどくなりますけ

れども、まず実質公債費比率の算定の仕組み

を申し上げますと、これは単年度で出します

実質公債費比率の３カ年分を単純平均をして

出すという指標になってございます。その単

年度の実質公債費比率を見てみますと、これ

は21年度を悪化のピークとして、徐々に順調

に改善をしてきているという状況にありま

す。 

 今回、その３カ年の数値をとる中で、23年

度の指標と20年度の指標が入れかわる関係

で、若干0.2ポイント高くふえているような

形でございますが、我々の取り組みで言いま

すと、財政健全化の取り組みを反映した単年

度の比率自体は下がっているという状況をま

ず御説明したいと思います。 

 

○池田和貴副委員長 ごめんなさい。俺は頭

の悪かかもしれぬばってんが、ちょっと今の
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はよく理解できぬやったですね。 

 

○濱田財政課長 まず、20年度から単年度の

指標をちょっと申し上げます。 

 20年度に14.6％でございました指標が、21

年に悪化しまして16.0になっています。それ

から、22年が15.3％になっています。そし

て、23年度が15.0％ということになってござ

います。もう一回繰り返しになりますが、昨

年度の実質公債費比率というのは、平成20

年、21年、22年、これを３つ平均をした指標

ということで15.2％となります。これが、こ

としの指標は21、22、23を３カ年平均すると

いうことで、15.4％という結果になったとい

うことでございます。 

 

○池田和貴副委員長 わかりました。 

 

○渡辺税務課長 税務課でございます。 

 先ほど重村委員から御質問のあった差し押

さえ件数でございますけれども、22、23で見

ますと、6,081件から5,282ということで減少

しております。 

 それから、１点修正をさせていただきま

す。 

 先ほど前田委員から御質問がありました特

別徴収の状況でございますけれども、先ほど

申し上げました数字は、給与をいただいてい

る個人の方の割合でございます。事業所の割

合で申し上げますと、県の調べになります

が、特別徴収を実施している事業所は42.5％

ということでございまして、これについての

全国の数字はちょっとございませんが、そう

いう状況でございますので、修正させていた

だきます。 

 

○東会計管理者 出納局でございます。 

 先ほど資金運用について申しましたが、補

足説明でちょっと申し上げておきますと、収

入と支出の時期はそれぞれ一定じゃございま

せんので、私ども出納局としては、資金とし

て余裕があるものは必ず資金運用する、そし

て、さらにその有利な運用というところで、

それが長期に持てる場合は、入札によって県

内に支店がある金融機関全部に対して引き合

いを出して、その中で一番高い金利のところ

に預金をしているという状況でございます。

そういうことで、歳計現金だけで資金運用し

た分が23年度は１億5,800万と。 

 先ほどちょっと運用利率ということで0.3

％と言いましたけれども、それは全体の資金

運用を申し上げていまして、預金の分だけで

いきますと0.2％程度と。今現在の定期預金

はもっと、0.0幾つというところでございま

すので、そういった状況でございます。今年

度も、年度初めの資金の引き合いでは、0.2

％の預金も実際上はあっているという状況で

ございます。 

 

○井手順雄委員長 これで質疑を終了しま

す。 

 次回の第３回委員会は、10月15日月曜日午

前10時に開会し、午前中に農林水産部、午後

から商工観光労働部の審査を行うこととして

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。本日は、まことに御苦労さま

でございました。 

  午後３時10分閉会 
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